
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

応募してくれた児童の皆さんには景品が当たるので、友達とみんなでゲットしよー♪ 

最優秀作品・優秀作品に選ばれると、さらに豪華景品が当たるよ♪♪  
 

 

 

         

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小学生の児童 

児童１人につき１点とします。 

税に関する絵（税金で造られている建物・施設・税金で購入される物品、

税金で行われている仕事など）で有れば何でもかまいません。 

所定の「官製はがき」に名前などの必要事項および税に関する絵を描いて

ご応募下さい。 

また、描画素材は問いません。文字や標語などの描き入れも可とします。 

〒096-0013  

 名寄市西 3 条南 5 丁目 名寄商工会議所内 

 (社)名寄地方法人会女性部会事務局 宛 

 TEL 01654-3-3155 FAX 01654-2-0571 

 HP http://hojinkai.zenkokuhojinkai.or.jp/nayoro/ 

平成 24 年 11 月 2 日（金） 

税に関する絵と文字や標語を組み合わせて応募しよう♪ 

応募者全員の中から公正に審査を行い選定致します。 

審査結果は、当会ホームページにて発表するとともに当会事務局よりご

本人へ通知致します。 

 なお、最優秀作品につきましては、公益財団法人全国法人会総連合が
実施する平成 25 年度のコンクールへ出展します。  

①応募作品に関する権利は、ご応募と同時に当会に帰属します。 

②応募作品は、返却いたしませんので、ご了承下さい。 

③応募作品はホームページ等への掲載、当会事業において展示する場合

があります。 

④応募者の個人情報は入選者等への連絡や景品の送付、展示など「税に

関する絵はがきコンクール」事業の実施ためにのみ使用します。 


